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1-1.カスハラ（カスタマーハラスメント）

一般に、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不
当な要求等の著しい迷惑行為を「カスハラ」といいま
す。

近年、顧客などからの暴行やひどい暴言、不当な要
求など「カスタマーハラスメント（いわゆるカスハラ）
が社会問題化しています。これを受け、令和7年
（2025年）6月には法改正が行われ、企業等にはカ
スハラ防止のため、雇用管理上、必要な措置を講じ
ることが義務付けられることになりました。

出典：政府広報オンライン（2025年10月7日）
「カスハラとは？法改正により義務化されるカスハラ対策の内容やカスハラ加害者とならないためのポイントをご紹介」



1-2.カスハラ（カスタマーハラスメント）

改正法においてカスハラとは、以下の3点を全て満
たすものであるとされています。

1. 職場において行われる、顧客、取引の相手方、施設の
利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する
者の言動であって、

2. その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の
事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたも
のにより、

3. 当該労働者の就業環境を害すること

出典：政府広報オンライン（2025年10月7日）
「カスハラとは？法改正により義務化されるカスハラ対策の内容やカスハラ加害者とならないためのポイントをご紹介」



1-3.カスハラ（カスタマーハラスメント）

本来、顧客などからのクレームは、商品・サービス
や接客態度などに対し不満などを訴えるもので、そ
れ自体が問題とはいえず、業務改善や新たな商品
開発などにつながるものでもあります。しかし、ク
レームの中には、過剰な要求を行ったり、商品・
サービスに不当な言いがかりをつけたりするものも
あります。そのような不当・悪質なクレームはカスハ
ラに該当する可能性があり、従業員本人に過度な
ストレスをかけるほか、企業等にも多大な損失を招
くことが想定されるため、企業等はこれらから従業
員を守る対応をとることが求められます。

出典：政府広報オンライン（2025年10月7日）
「カスハラとは？法改正により義務化されるカスハラ対策の内容やカスハラ加害者とならないためのポイントをご紹介」



1-3.カスハラ（カスタマーハラスメント）

カスハラに該当しうる例
業種や業態により態様は異なりますが、一般にカスハラに該当しうるものとして、以下のよ
うな場合や言動が想定されます。（厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュア
ル」より）

①　顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合

・企業等の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められな
い場合

・要求内容が、企業等の提供する商品・サービスとは関係がな
い場合

出典：政府広報オンライン（2025年10月7日）
「カスハラとは？法改正により義務化されるカスハラ対策の内容やカスハラ加害者とならないためのポイントをご紹介」



1-4.カスハラ（カスタマーハラスメント）

②　要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な
言動＜要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性
が高いもの＞

身体的・物理的な攻撃（暴行・傷害）

精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言）

威圧的な言動

継続的な、執拗な言動

拘束的な言動（不退去、居座り、監禁）

差別的な言動

性的な言動

従業員個人への攻撃・要求

土下座の要求 出典：政府広報オンライン（2025年10月7日）
「カスハラとは？法改正により義務化されるカスハラ対策の内容やカスハラ加害者とならないためのポイントをご紹介」



1-5.カスハラ（カスタマーハラスメント）

②　要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な
言動＜要求内容の妥当性に照らし不相当とされる場合がある
もの＞

商品交換の要求

金銭補償の要求

謝罪の要求（注）
（注）土下座の要求は要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が
高いものと想定されています。

なお、カスハラに類する行為は、暴行罪、器物損壊罪などの犯罪行為にも該当す
る可能性があります。

出典：政府広報オンライン（2025年10月7日）
「カスハラとは？法改正により義務化されるカスハラ対策の内容やカスハラ加害者とならないためのポイントをご紹介」



1-6.カスハラ（カスタマーハラスメント）

企業が悩む顧客等からの行為
厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」より、実際に企業が受けたカスハ
ラに類する行為として、次のような行為が確認されました。

長時間の電話

頻繁に来店し、その度にクレームを行う

大声での恫喝、罵声、暴言を繰り返す

当初の話からのすり替え、揚げ足取り、執拗な攻め立て

物を壊す、殺すといった発言による脅し

インターネット上の投稿（従業員の氏名公開）

出典：政府広報オンライン（2025年10月7日）
「カスハラとは？法改正により義務化されるカスハラ対策の内容やカスハラ加害者とならないためのポイントをご紹介」

など



2-1.パワハラ（パワーハラスメント）
労働施策総合推進法

2020年（令和2年）6月1日より施行された改正労働施策総合推進法
では、条文の新設によって「パワーハラスメント対策の法制化」が図
られています。（中小企業は2022年（令和4年）3月までは努力義務）
職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる
①　優越的な関係を背景とした言動であって、
②　業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③　労働者の就業環境が害されるもの
であり、①から③までの３つの要素を全て満たすものをいいます。

なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な
業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには
該当しません。

改正法では、パワーハラスメント防止のため、相談体制の整備等の
雇用管理上必要な措置を講じることを事業主に義務付けており、
2020年（令和２）年６月１日（中小事業主は2022年（令和４）年４月１
日）に施行されています。



2-2.なぜ職場のパワーハラスメントが問題なのか？

社員への影響は？
心身の健康を害し、休職等に至る

職場環境の悪化

会社への影響は？　
モラール低下⇒生産性低下⇒業績悪化

人材の流出

訴訟による賠償⇒業績の悪化

企業イメージの悪化⇒採用への影響

その他　
コンプライアンス上の問題

民法、刑法、就業規則違反　

パワーハラスメントによる影響（複数回答）

職場の雰囲気が
悪くなる

従業員の心の
健康を害する

従業員が十分に能力を
発揮できなくなる

人材が流出してしまう

職場の生産性が
低下する

企業イメージが悪化す
る

訴訟などによる損害賠償
などの金銭的負担が生じ

る

その他

特に影響はない

（平成28年度　厚生労働省「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」より）
（企業調査　　回答：4,587社）



2-3.パワーハラスメントが起こったら
もし、あなたが行為者になったら・・・・・

社内での処分
懲罰規定（就業規則）：「減給」「降格」「けん責」「出勤停止」
　　　　　　　　　　　　　　 「諭旨解雇」「懲戒解雇」等

民事上の責任として損害賠償を請求される
民事上の責任：（行為者には）民法709条の不法行為責任

    　　　（会社には）民法415条の債務不履行責任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（安全配慮義務違反）
   　　　　　　　民法715条の使用者責任
刑事罰に課せられる
刑事罰：名誉棄損、侮辱罪、脅迫罪、暴行罪、傷害罪等
　⇒そして、社会的信用、社会的地位を失う。自身の家庭が崩壊。
（例：パワーハラスメント行為によって被害者が精神病を患った（医師の診断あり）場合、
傷害罪に当たる可能性があります。その場合、15年以下の懲役、または50万円以下
の罰金などが科せられる可能性があります。）

自分自身の言動はもちろん、あなたの周りの人がそのような行為をしないよう、注
意や指導をすることも必要です。



3-1.セクハラ（セクシュアルハラスメント）

「職場におけるセクシャルハラスメント」とは「職場」において
行われる「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労
働者の対応により労働者が労働条件につき不利益を受けた
り、性的な言動により就業環境が害されることを言います。

男女雇用機会均等法においては
1.職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、
それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受け
ること（対価型セクシュアルハラスメント）。

2.性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものと
なったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じる
こと（環境型セクシュアルハラスメント）。

出典：厚生労働省・都道府県労働局「職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう」



3-1.セクハラ（セクシュアルハラスメント）

事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校に
おける生徒などもセクシュアルハラスメントの行為者になり得
るものであり、男性も女性も行為者にも被害者にもなり得る
ほか、異性に対するものだけではなく、同性に対するものも
該当します。

職場におけるセクシュアルハラスメントは、相手の性的指向
（※１）又は性自認（※２）にかかわらず、該当することがあり
得ます。「ホモ」「オカマ」「レズ」などを含む言動は、セクシュ
アルハラスメントの背景にもなり得ます。また、性的性質を有
する言動はセクシュアルハラスメントに該当します。
※１人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするか
※２性別に関する自己意識

出典：厚生労働省・都道府県労働局「職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう」



3-1.セクハラ（セクシュアルハラスメント）

また、事業主には、職場において行われる、労働者の意に
反する性的な言動に対する労働者の対応により、その労働
者が労働条件において不利益を受けたり、性的な言動によ
り就業環境を害することがないよう、防止策を講じることが義
務付けられています。

出典：厚生労働省・都道府県労働局「職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう」


